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4.
環

境
報

告
書

 
 （

1）
環

境
報
告
書
の
作
成
・

公
表
の
意

義
 

環
境

報
告

書

○
環

境
報

告
書

は
、

事
業

者
が

、
社

会
に

対
し

て
開

い
た

窓
で

あ
り

、
環

境
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
重

要
な

ツ
ー

ル
。

○
外

部
の

利
害

関
係

者
（
株

主
、

金
融

機
関

、
投

資
家

、
取

引
先

消
費

者
、

生
活

者
、

地
域

住
民

、
消

費
者

団
体

等
）は

、
そ

の
窓

を
通

し
て

、
事

業
者

が
環

境
問

題
に

つ
い

て
ど

の
よ

う
に

考
え

、
ど

う
対

応
し

て
い

る
の

か
を

知
る

こ
と

が
可

能
に

。
○

事
業

者
は

、
そ

の
窓

を
通

じ
て

外
部

の
利

害
関

係
者

が
何

を
求

め
、

ど
う

感
じ

て
い

る
の

か
知

る
こ

と
が

可
能

に
。

事
業

者
が

社
会

に
対

し
て

開
い

た
窓

○
経

済
活

動
の

大
き

な
部

分
を

占
め

る
事

業
活

動
に

起
因

す
る

環
境

負
荷

は
大

き
く
、

企
業

と
社

会
が

相
互

に
与

え
る

影
響

も
格

段
に

増
加

。
○

こ
う

し
た

中
で

、
環

境
報

告
書

は
、

事
業

者
が

ど
の

よ
う

な
環

境
負

荷
を

発
生

さ
せ

、
こ

れ
を

ど
の

よ
う

に
低

減
し

よ
う

と
し

て
い

る
の

か
、

ど
の

よ
う

な
環

境
配

慮
を

取
組

を
行

っ
て

い
る

の
か

に
つ

い
て

、
社

会
的

な
説

明
責

任
を

果
た

す
た

め
の

情
報

提
供

の
ツ

ー
ル

。

社
会

的
な

説
明

責
任

の
ツ

ー
ル

○
環

境
報

告
書

の
策

定
・
公

表
の

た
め

の
取

組
を

通
じ

て
、

事
業

者
自

身
の

環
境

配
慮

に
関

す
る

方
針

、
目

標
、

行
動

計
画

等
の

策
定

や
見

直
し

を
行

う
た

め
の

き
っ

か
け

に
。

環
境

配
慮

の
取

組
促

進
の

き
っ

か
け

○
環

境
報

告
書

に
よ

る
情

報
開

示
に

よ
り

、
積

極
的

な
環

境
配

慮
の

取
組

が
社

会
や

市
場

の
中

で
高

く
評

価
に

さ
れ

る
こ

と
を

通
じ

て
、

い
わ

ば
市

場
原

理
の

中
で

効
果

的
に

環
境

配
慮

の
取

組
を

進
展

さ
せ

る
た

め
の

重
要

な
ツ

ー
ル

。

持
続

可
能

な
社

会
構

築
の

た
め

の
重

要
な

ツ
ー

ル

出
典

：
「
環

境
報

告
書

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
2
0
0
0
年

版
）
」
（
環

境
省

）
よ

り
要

約
。

○
事

業
者

が
、

環
境

配
慮

の
取

組
方

針
や

取
組

状
況

等
に

つ
い

て
と

り
ま

と
め

て
一

般
に

公
表

す
る

も
の

で
あ

り
、

い
わ

ば
環

境
に

関
す

る
年

次
報

告
書

。

○
主

な
内

容
は

以
下

の
と

お
り

。
　

・経
営

責
任

者
の

緒
言

　
・環

境
保

全
に

関
す

る
方

針
・目

標
・計

画
　

・環
境

負
荷

の
低

減
に

向
け

た
取

組
の

状
況

　
・環

境
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

（汚
染

物
質

の
排

出
　

　
量

等
）の

状
況

　
　

等
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①
 
環

境
報

告
書
と
は
何
か

 

 
環
境
報
告
書
は
、
企
業
が
自
ら
の
環
境
情
報
を
総
合
的
に
取
り
ま
と
め
て
公
表
す
る
年
次
報
告
書
で
あ
る
。

 
財

務
面
の

み
な

ら
ず

環
境
面

で
企

業
を
評

価
す

る
動
き

が
広
が

っ
て

い
る

こ
と
を

受
け
て

、
ト

ッ
プ

ク
ラ
ス

の
企
業

の
多

く
が

作
成
し

、
普
及

が
進

ん
で
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
諸
外
国
に
お
い
て
も
、
企
業
に
よ
る
環
境
報
告
書
の
取
組
が
盛
ん
と
な
っ
て
い
る
。

 
 

主
な
記
載
事
項

 
 

記
載
事
項

 
記
載
内
容
・
事
例

 
A.
対

象
期
間
及
び
対
象
組
織

 
 

B.
事

業
の
概
況

 
 

C
.事

業
活
動
に
お
け
る
環
境
配
慮
の
方
針

等
 

環
境

に
関
す

る
基
本

理
念
、
経

営
責
任
者
自
身
の
考
え
方
が
記
載
さ
れ
る
。

 
（

例
）
・

環
境

に
関
す

る
目
標
達
成
の
旨

 
・

環
境

対
応

の
経
営
上
の
位
置
づ
け

 
D

.事
業
活
動
へ
の
環
境
配
慮
の
組
込
み
に

関
す
る

目
標

、
計

画
及

び
実

績
等
の
総
括

 

環
境

配
慮
の

方
針
等

に
基
づ
く

、
具
体
的
な
目
標
、
そ
の
行
動
計
画
及
び
実
績
等
が
記
載
さ
れ
る
。 

（
例

）
・

廃
棄

物
の
発

生
量
を

10
%
削
減

 

E.
環

境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
状
況

 
環

境
管

理
全

般
に
関

す
る
内
部

統
制
組
織
の
整
備
運
用
状
況
が
記
載
さ
れ
る
。

 
（

例
）
・

環
境

に
関
す

る
社
内
の
責
任
体
制

 
・

IS
O

 1
40

01
認
証

取
得
状
況

 
F.
環

境
に
関
す
る
規
制
の
遵
守
状
況

 
環

境
関

連
法
規

制
等
の

違
反
の

有
無
、
改
善
の
状
況
、
環
境
に
関
す
る
重
要
な
訴
訟
事
件
等
が
記

載
さ

れ
る
。

 
G

.事
業

活
動

に
伴

う
環

境
負

荷
及

び
そ

の
低

減
に

向
け

た
取

組

の
状
況

 

事
業

活
動
に

伴
う
環

境
負
荷
の

状
況
及
び
そ
の
低
減
対
策
が
記
載
さ
れ
る
。

 
（

例
）
・

化
学

物
質
排

出
量
及
び
そ
の
排
出
量
削
減
の
た
め
の
生
産
工
程
の
設
計
変
更

 
・

廃
棄

物
等

排
出
量

及
び
使
用
済
み
回
収
製
品
の
再
資
源
化
対
策

 
H

.環
境
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
製
品
、
サ

ー
ビ
ス

等
の
状
況

 
 

当
該

企
業

の
環

境
に
配

慮
し
た

製
品
、
商
品
、
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
状
況
及
び
そ
の
機
能
の
概
要
が

記
載

さ
れ
る

。
 

（
例

）
・

ノ
ン

フ
ロ
ン

冷
蔵
庫

 
・

ハ
イ

ブ
リ

ッ
ド
自

動
車
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②
 
環

境
報

告
書
を
通
じ
た

環
境
と
経
済

の
好

循
環

政
策

に
関

連
す

る
内

外
の

取
組

 

 

時
 
期

 
内
 
 
 
 
 
容

 

平
成

5
年

6
月

 
欧
州
委
員
会
が
、
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
加
え
、
環
境
声
明
書
の
公
表
を
求
め
る
仕
組
み
で
あ
る
「

EU
環
境
管
理
・

監
査
制
度
（

EM
AS

）
規
則
」
を
公
布
。

19
95

年
4
月
よ
り
運
用
開
始
。

 
平
成

8
年

9
月

 
環
境
庁
が
、
中
小
企
業
向
け
の
環
境
配
慮
ツ
ー
ル
と
し
て
「
環
境
活
動
評
価
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
エ
コ
ア
ク
シ
ョ
ン

21
）
」
を
策
定
。

 

平
成

9
年

6
月

 
環
境
庁
の
後
援
に
よ
り
、
環
境
報
告
書
の
表
彰
制
度
「
環
境
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
大
賞
」（

平
成

11
年
よ
り
「
環
境
レ
ポ
ー
ト
大
賞
」
に

改
称
）
を
開
始
。
以
後
、
毎
年
実
施
。

 

平
成

9
年

6
月

 
環
境
庁
が
、
「
環
境
報
告
書
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
を
開
催
。
以
後
、
毎
年
開
催
。

 

平
成

10
年

6
月

 
環
境
庁
の
支
援
に
よ
り
、
民
間
有
志
に
よ
る
「
環
境
報
告
書
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
設
立
。
（
現
在
、
約

20
0
社
・
団
体
が
参
加
）

 
平
成

11
年

5
月

 
平
成

11
年
版
環
境
白
書
（
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
環
境
報
告
書
を
経
済
活
動
の
中
に
環
境
保
全
を
組
み
込
ん
で
い
く
た
め
の
重
要
な

取
組
と
し
て
位
置
づ
け
。

 

平
成

12
年

6
月

 
国
際

N
G

O
の

G
R

Iが
、
「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
リ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
公
表
。

 

平
成

12
年

12
月

 
「
環
境
基
本
計
画
」（

閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、「

社
会
経
済
の
環
境
配
慮

の
た
め
の
仕
組
み
の
構
築
に
向
け
た
取
組
」
の
中
で
、
環
境
報

告
書
等
の
「
情
報
的
手
法
」
を
開
発
し
、
普
及
す
る
と
の
方
針
を
規
定
。

 

平
成

13
年

2
月

 
環
境
省
が
「
環
境
報
告
書
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

20
00

年
度
版
」
を
公
表
。

 

平
成

13
年

3
月

 
欧
州
委
員
会
が
、
環
境
負
荷
の
実
績
に
つ
い
て
の
透
明
性
を
向
上
さ
せ
る
な
ど
を
改
正
し
、
新
「

EU
環
境
管
理
・
監
査
制
度
（

EM
AS

）

規
則
」
を
公
布
。

 

平
成

13
年

6
月

 
EU

委
員
会
が
、
企
業
の
環
境
デ
ー
タ
の
質
、
透
明
性
、
比
較
可
能
性
を
改
善
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、「

年
次
会
計
報
告
で
の
環
境

関

連
情
報
の
開
示
に
関
す
る
勧
告
」
を
発
令
。

 

平
成

13
年

6
月

 
経
済
産
業
省
が
、
「
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
重
視
に
よ
る
環
境
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

20
01

」
を
公
表
。
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時
 
期

 
内
 
 
 
 
 
容

 

平
成

13
年

12
月

 
総
合
規
制
改
革
会
議
が
、
「
規
制
改
革
の
推
進
に
関
す
る
第

1
次
答
申
」
に
お
い
て
、
環
境
報
告
書
の
普
及
促
進
及
び
信
頼
性
向
上
を
図

る
た
め
の
新
た
な
枠
組
み
の
検
討
が
必
要
と
指
摘
。

 
平
成

14
年

8
月

 
環
境
省
が
、
「
環
境
報
告
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
の
運
営
を
開
始
。

 

平
成

14
年

8
月

 
国
際

N
G

O
の

G
R

Iが
、
「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
リ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

20
02

年
版
」
を
改
訂
・
公
表
。

 

平
成

14
年

8
月

 
～

9
月

 
持
続
可
能
な
開
発
に
関
す
る
世
界
首
脳
会
議
（
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
・
サ
ミ

ッ
ト
）
の
実
施
計
画
に
お
い
て
、
企
業
の
説
明
責
任
を
向
上
さ

せ
る
た
め
、
環

境
報
告
等
の
自
主
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
通
じ
て
環
境
配
慮
の
取
組
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
、
産
業
界
へ
働
き
か
け
る
と

の
方
針
を
規
定
。

 

平
成

15
年

3
月

 
「
循
環
型
社
会
形
成
推
進
基
本
計
画
」（

閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
環
境
報
告
書
の
普
及
に
つ
い
て
の
政
府
目
標
（
平
成

22
年
度
ま
で
に

上
場
企
業
の
約

50
%
及
び
非
上
場
企
業
の
約

30
%
が
環
境
報
告
書
を
公
表
）
を
決
定
。

 

平
成

15
年

3
月

 
「
規
制
改
革
推
進

3
か
年
計
画
（
再
改
定
）
」（

閣
議

決
定
）
に
お
い
て
、
環
境

報
告
書
の
普
及
促
進
及
び
信
頼
性
向
上
を
図
る
た
め
の
新

た
な
枠
組
み
を
検
討
す
る
と
の
方
針
を
決
定
。

 

平
成

15
年

3
月

 
環
境
省
の

「
環
境

報
告

の
促
進
方
策

に
関
す

る
検

討
会
」
に
お

い
て
、
「
環

境
報
告
書
の

比
較
可

能
性

及
び
信
頼
性

確
保
の

た
め
の

基
本

的
枠
組
み
に
つ
い
て
」
を
と
り
ま
と
め
。

 

平
成

15
年

6
月

 
経
済
産
業
省
が
、
「
環
境
報
告
書
プ
ラ
ザ
」
（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
の
運
営
を
開
始
。

 

平
成

15
年

8
月

 
鈴
木
前
環
境
大
臣
が
、
記
者
会
見
で
環
境
配
慮
促
進
法
案
の
構
想
に
つ
い
て
発
言
。

 
平
成

15
年

9
月

 
中
央
環
境
審
議
会
総
合
政
策
部
会
に
、
「
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
小
委
員
会
」
を
設
置
。

 

平
成

16
年

1
月

 
日
本
経
済
団
体
連
合
会
が
、
「
環
境
立
国
の
た
め
の

3
つ
の
取
り
組
み
」

に
お
い
て
、
環
境
報
告
書
の

3
年
倍
増
の
目
標
を
提
示
。

 

平
成

16
年

2
月

 
中
央
環
境
審
議
会
よ
り
意
見
具
申
。

 
「
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
活
動
の
促
進
方
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
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